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平成１８年度第１回流山市男女共同参画審議会の会議概要  

 

１  件  名  第１回流山市男女共同参画審議会  

 

２  日  時  平成 18 年 8 月 23 日（水）午後 3 時 00 分～  

 

３  場  所  庁議室  

 

４  議  題  （１）本市の男女共同参画施策の現状について  

 （２）流山市男女共同参画プランについて  

 （３）その他  

５  出  席  者  

市長  井崎  義治  

審議会委員  

 矢吹  稔（会長）、加藤  啓子（副会長）、岩出  誠、内海崎  貴

子、吉田  洋子、紅谷  幸夫、秋谷  芳美、大輪  日出夫、脇

田  玉江、小川  利子、中島  紀子、牧  尚輝、村田  朝子  

                         （全員出席）  

事務局  

   企画部長  岩井  宗志、企画部次長  石井  泰一、男女共同参

画室長  松田  美知子、男女共同参画室主査  中村  章  

 

６  会  議  録   

 

（石井次長）  

 これからの議事進行につきまして、流山市附属機関に関する条例第

５条第１項の規定により、矢吹会長に議長をお願いしたいと存じます。 

 矢吹会長、よろしくお願いいたします。  

 

（会長）    

 それでは、早速議事に入りたいと思いますが、その前にまず皆様に

ご報告が１点ございます。  

 それは、本会議の運営に関わることでございます。その詳細につい

て事務局から説明をお願いいたします。  
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（松田室長）  

 現在、流山市では、「審議会等の会議の公開に関する指針」を策定し、

審議会等の会議は原則公開とする旨規定しておりますことから、各審

議会とも公開、傍聴可能ということになっておりますので、本審議会

といたしましても、そのように取り扱いをさせていただきたいと考え

ておりますがいかがでしょうか。本日も既に傍聴希望の方々がいらし

ております。  

また、本日の会議録を作成するに当たり、正確を期するため議事を

録音いたしますのでよろしくお願いいたします。  

 

（会長）  

 只今の事務局からの説明のとおり、取り扱うこととしてよろしいで

しょうか。  

  

（委員全員）  

異議なし  

 

（会長）  

 「異議なし」とのことでありますので、本審議会は、基本的には公

開とさせていただきますので、よろしくお願いします。  

 

  

（会長）  

 それでは始めに議事の１と致しまして、「本市の男女共同参画施策の

現状について」を議題と致しまして事務局からご説明をお願い致しま

す。  

 

（松田室長）  

 流山市男女共同参画推進体制について。  

 平成 18 年度男女共同参画事務年間予定表について。  

 配布資料に基づいて説明。（資料１のとおり）  

 

（会長）  

 只今のご説明に対してご意見、ご質問等ございますか。ございませ

んでしたら次に進ませていただきます。  
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 「流山市男女共同参画プランについて」を議題とさせていただきま

す。  

 

（中村主査）  

 流山市男女共同参画プラン  

 配布資料に沿って説明。（資料２‐ 1 及び２－２のとおり）  

 

（会長）  

 お気付きの点がございましたら、伺いたいと思います。  

 市役所が男女共同参画についてどういう施策を具体的にするかとい

うことが書かれてあります。それに対してご意見があるのではないか

と思います。  

 

（Ｅ委員）  

 9 ﾍﾟｰｼﾞの 21 についてですが、「家族経営協定の締結を促進する」と

いうところで、農業について触れられたかと思いますが、今、いわゆ

る専業農家は何世帯くらいあるのですか。家族経営協定の締結は難し

いとご説明いただきましたが。  

 

（松田室長）  

 現在、専業農家数について把握はしていませんので、調査いたしま

す。  

 

（会長）  

 専業と兼業の違い、割合をどういう風にお考えになったのでしょう。 

 専業農家だから難しかったのか、兼業農家だから女性が作るのが難

しかったのか、そういうことですか。  

 

（Ｅ委員）  

 実態がわからなく、こういう実態だから締結を促進する農家の女性

の位置の向上をという事だと思いますが、具体的にどうなっているの

かということです。  

 

（会長）  

 分かりました。事務局、そういうことですので宜しくお願いします。  
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 その他にありますか。今日は第１回ということで意見が出しにくい

かと思いますが、よく資料をお読みになった上でご意見があれば次の

審議会の時にご発言いただければと思います。  

 

（Ａ委員）  

 私は、事前に読んできましたが、 100 ありますと、前回と変わって

いない回答もあります。今後の方針がないまま、改良が困難であると

いう意見が多いと思いますが、ひとつひとつ作っていくことは大事な

事です。前回までの勉強会等で出席していただき話をしていた課につ

いては、18 年度の予定事業について、意見を変えてきているところも

あります。方針、課題の変わっていない課については、勉強会等開い

て意識を改めていくようにしないといけないと思います。39 の審議会

のうち、12 審議会だけが女性の割合が４割を超えており、あとはまっ

たく女性がゼロという所もあり、そういうところから改めていかない

と、全体に浸透していくのは難しいのではないかと思います。市とし

て、事務局としてプランを進行管理する方法を提案したいと思います。 

 

（会長）  

 そうでしたら今のプランのご説明が終わってあとでご提案いただき

たいと思います。それでは資料２の説明につきましてはよろしいです

か。原案通りご了承いただいたということでよろしいですか。  

 

（Ｄ委員）  

 資料をいただいて目を通したのですが、Ｐ 3‐ 4 の農業委員の女性が

ゼロであるとか、Ｐ 3‐ 3 社会福祉課「各団体等の長に男性が多いため

やむを得ない状況である」とあります。困難であるとか、止むを得な

いとか、問題点、課題はあるが、ではどうするのかというのがわから

ない。例えば農業委員会がゼロになっているが、農家研究会とか女性

達が中心になってやっている会に積極的に働きかけて一人でもでても

らうという積極的な施策が欲しいと思います。そういう点での積極的

な働きかけは今までどのように行われてきたのか知りたいです。  

 

（会長）  

 その点に関しては、Ａ委員が発言しかけているのでまとめて話させ

ていただきます。事務局の説明はこれでよろしいですか。次に進めて



5 

いきたいと思います。  

 「その他」について事務局から、ご提案、ご定義ありますか。  

 

（松田室長）  

 資料３  今週土曜日の嵐山での研修のご案内です。ご参加いただけ

る方は申し出ていただきたい。  

 

（会長）  

 先ほどの発言に戻りたいと思います。  

 

（Ａ委員）  

 今後の方針等がでていない所をつぶすこともそうですが、審議会の

男女の人員がゼロというところがあります。例えばＰ 3‐ 5 の行政区域

制度審議会  男性 18 名女性 1 名の理由として「自治会役員に女性の登

用がないと難しい」となっています。会長または副会長等を選任する

とか、自治体に働きかける等 4 割に近づけていく形をすべての審議会

に働きかけられるかわからないが、現状を調べた上で解決できるもの

があれば考えていく形をとってこの数字を上げていくことに絞って一

年間審議したらどうだろうかと考えます。  

 

（会長）  

 審議会の中で女性の男女の比率。少なくとも女性を何％にもってい

くかという基準に少しでも近づけることが女性審議委員の意見をいろ

んな施策に反映させていく為に必要な土壌と考えられます。現状を把

握しながらどうしたらよいか知恵を絞っていく方向はどうでしょうか。 

 

（Ａ委員）  

 審議会は 3 回しかありませんので、その間で勉強会をしつつ、担当

課からヒヤリングしつつということであれば、担当課の意識も高まる

と思います。いかがでしょうか。  

 

（会長）  

 補足をさせていただきますが、審議会が 3 回しか予定されていませ

んので、市民の傍聴も 3 回しかありません。前回の任期もそうでした

が、議論していく上で知識・情報をいれておかないと、意見が出にく
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い状況になるので、勉強会という形で会合を開いていました。但し勉

強会は費用がありませんので、無報酬ですので、ご了承いただけまし

たら必要な勉強会を開いていきたいと思います。いかがでしょうか。  

実際に日取りは事務局と相談したいと思いますので、その節は御協力

いただきたいと思います。  

 

（石井次長）  

 補足説明してよろしいですか。  

資料 2‐ 1 は、平成 17 年度の実施事業及び事業結果というもので、

資料 2‐ 2 は今年度 18 年度からやるものです。  

例えば、審議会の女性の割合の話ですが、17 年度 1 ページめの担当

課には「行政改革推進課」があります。17 年度実施事業としては、「平

成 17 年度審議会開催状況調査を実施するとともに、行財政改革実施本

部でヒアリングを実施し、女性委員の登用や公募の実施を要請した」

その結果として「女性委員の構成比が 4 割を超える審議会数は、平成

16 年度 10 審議会に対し、委員の委嘱替え等により、平成 17 年度は 12

審議会となった、と 2 つ増えています。17 年度についてはそういう書

き方がされています。  

資料 2‐ 2 1 ページ「行政改革推進課」では「平成 17 年度同様、審

議会開催状況調査を実施するとともに、行財政改革実施本部でヒヤリ

ングを実施し、女性委員の登用や公募の促進を働きかける」という事

業を掲げ「女性委員の構成比が 4 割を超える審議会数がさらに増加す

る よ う 公 募 委 員 の 女 性 枠 の 設 定 や 推 薦 団 体 へ の 理 解 と 協 力 を 求 め 、 4

割を超える審議会を増やすようにしたい」と目標を掲げています。こ

のように対比してみていただければいいと思います。  

 

（会長）  

 その他にありますか。  

 

（Ｂ委員）  

 資料２－１  教育のところで、「男女共同参画に関する研修会」のと

ころの事業結果で「男女の差別意識や固定的な男女の役割分担意識は

ない」と言い切っていますが、本当かな？と思ってしまいます。根拠

になるものを示していただけると有り難い。  

 31 の「総合的な学習等の時間の中に男女の性差にとらわれない男女
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平等教育を取り入れる」等あり、事業結果としてはそういうことが取

り入れられた、と書いてありますが、事務局の方で具体的にどういう

学習か、どんな学校でどう説明されたのか、資料、教材があったら見

せていただきたい。  

 「教職員の男女の性差にとらわれない男女平等教育に関する自己評

価を行う」この評価結果がどうなったのか、示していただきたい。と

いうのは 18 年度の事業予定のところに抜けている。「『男女平等教育』

に関する図書を各学校に紹介する」となっており、何故抜けたのか、

どういう経緯でこうなったのか、教えていただけると有り難い。  

 60 のセクハラの問題ですが、今後 18 年度に事業を予定していると

いうことが、読み取れますが。  

我孫子市では、昨年「ＤＶの家庭に育っている子供を見つける」と

い う 教 職 員 研 修 を 行 い ま し た 。 今 年 度 は 我 孫 子 の 教 職 員 研 修 で は   

条約をやりました。そういうことが積み上げる形で研修にはいってい

るか教育委員会の指導課に聞いていただいて、ここ数年間の男女共同

参画、人権研修に係る研修の内容のわかるものを揃えていただいて、

次回までにどういう流れできているのか、見させていただきたいと思

いますので、お手数ですがそのあたりをお願いしたと思います。  

ちょっと気になるのは、「男女差別意識や固定的な男女の役割分担意

識がない」と言い切れる凄さというのは、学校としては怖いものです。

先生方は意識なされば、教育してくださるお力があるというのはよく

わかりますが、気付いていない場合がある。気付いていないところで

行われていることがあるので、子供の場合、そういうところをきちん

と見ていかないといけない。まず、何がなされているのかということ

を審議会の席上で提起していただけたらいいなと、これを見て思って

いましたので宜しくお願いします。  

 

（会長）  

 それではその辺を調査していただきます。その他にご意見ございま

すか。  

 

（Ｆ委員）  

 今日いただいた資料の中に進行管理について書いてありましたが、

18 年度の目標というのは、各種関係各課から進行管理はこうだとでて

きたものをここへ書き写したのですか。  
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（中村主査）  

 そうです。そういうことです。すべて担当課から提出されたものを

まとめたものです。  

 

（Ｆ委員）  

 進行管理については現状の把握と目標値の判定を可能な範囲で計ら

れたいと書いてあるのを受けて作ったと理解していいのですね。  

 

（中村主査）  

 はい。そう理解されていいです。  

 

（Ｆ委員）  

 勉強会の話をしましたが、ある程度項目を切って、担当課の課長さ

んに出ていただいて、目標ができているならば、目標の中身をしっか

りと具体的に説明してもらって審議を進めていかないと、一期目の方

はおそらくわからないのではないかと思い、勉強会を提案しました。  

進行管理についても中身を十分審議しないと、 11 月、 1 月の審議会

だけやっても申し訳ないという感じがするので、案件について書かれ

た内容をコピーしていただいてその課の課長さん、管理職の方にでて

いただいて具体的に説明してもらう。具体的に数字で期限・数値とい

うものでやっていただいてそれを審議会の方でフォローするとしてい

かないと、いつまでたっても永遠のテーマとしていくのではないかと

思う。100 あるうち 20 でもいいからやって、実現するという風にして

いかないと永久に把握できないのではないかと思える。  

各部署で理解されてどういう目標管理が作られたのか楽しみにして

います。  

 

（会長）  

 このようなご意見ですがいかがですか。  

 

（Ｇ委員）  

 私も前回の審議会に参加させていただいた話の流れで、目標値を出

して、今後の方針を出したのならば、それに対して評価をしなければ

改善というのはされないのではないかと思う。そういう部署であるの
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が男女共同参画室であると思う。出した目標に対して数字設定と牧さ

んが言われましたが、なんらかのフォーマットを作って、点数をつけ

てあげてフィードバックを男女共同参画の方でされていかれると、施

策の反映にもなると思う。ただ出した、方針立てた、今年度は出来な

かったというのではなく、もう少し評価の仕方を考えて、この席でも

みんなの知恵を出し合っていけたらいいと思います。その点を審議会

の中で話合って、早急にやらなければいけないことではないかと思い

ますので、是非検討をお願いします。  

 

（会長）  

 事務局に関連して伺いたいのですが、市役所の中に研究会がござい

ますよね。研究会の中でそういう課題を出していただいて処理はでき

ないですか。研究会ですから、これからどういうことを具体的にやる

かという大もとが皆さんの合意の上で決まるのでしょうから、そこの

ところで、今ご意見がでているような数値的な取扱ができるかどうか、

或いはやらなければいけないかどうか検討してみる必要があるのでは

ないでしょうか。我々の意見はここで言ってもどうにもならず、個々

の担当課に持ち上げても仕方がなく、それをまとめていく立場にある

研究会がそういう考え方をどう処理するか、相談していただかないと、

できないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  

 

（Ｂ委員）  

 他市の審議会で評価していますよね。Ａ～Ｅまで 5 段階で本年度の

事業実績に対して評価をしています。ある審議会では評価基準をもっ

と明確にしようということで、今年度の審議会の主な審議すべき内容

の基準設定をどうするかということで、やっているところがあります。 

Ｄがついた事業は何が問題だったのかということで、Ｄがついたとこ

ろは次年度に向けて、できなかったところを次回、重点的にやります

と、出してきています。それがあるといいですよね。  

 

（会長）  

 今日いただいている、流山市男女共同参画推進体制では、男女共同

参画推進本部・幹事会・研究会と並んでいますが、その中で実際に具

体的なものを討論して決めていく研究会で、基本的な議論をしていた

だくと、ＡＢＣの評価、％等、努力目標をどういう形で表現するか協
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議していただければできる仕事ではないかと思います。  

 

（Ｆ委員）  

 基本的には、推進本部にこのような文書が回って理解できますか。

もっとまとめたものがあるのではないですか。コンパクトにまとめた

ものでないと本部長の報告にはＡ３一枚でまとめる形でないとわから

ないと思う。集約されていってわかってもらわないと、下の方だけ騒

いでもこの問題は非常に大きな問題ですから、上の方が理解できる形

に集約していく進行管理にして欲しいという厳しい提案文書をだしま

した。そうしないとなかなか進まないと思う。抽象的では駄目だと思

う。  

 

（Ｄ委員）  

 初めてでわからないのですが、17 年度の事業結果で課題・問題点等

がだされています。18 年度の方針がでていますが、17 年度に沿って各

課で出しているのでしょうか。もしそうだとすると、例えば 17 年度

28 ペ ー ジ の 「 61 女 性 に 対 す る 暴 力 等 に つ い て 相 談 体 制 の 充 実 を 図

る」の課題・問題点の内容と、18 年度 27 ページ 61 の方針と全く同じ

内容です。何故同じ内容なのかということと、何故、今後の方針に同

じものがでるのか、検討するのは男女共同参画室の担当なのか。この

辺の質問がだされるのかだされないのか。課題評価と、今後の方針が

全く同じというのは考えられない。  

 

（Ｆ委員）  

 審議してでてきたものを、調査して評価するのは男女参画室の執務

であろうと思います。ただそれに対して審議して確認するということ    

だと思う。でてきた文章を提示しなさいということだが、提示された

ものに対して、理解できなかったら差し戻しをする、直してもらう、

分かり易くしてもらう、数字を入れてもらう等は男女共同参画事務局

の仕事だと私は思います。  

 

（松田室長）  

 この完成までにはかなりの時間を費やしまして、担当課へ出向きヒ

アリングして参った結果でございます。ただ、時間の関係もあり、現

状ではヒアリングの行き届いてない施策もございます。  
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（Ｆ委員）  

 それはこの前聞いたが、その苦労をわかってあげる為にも、進行管

理の為に各課の関係者にでてもらって、中身を審議していく機会を設

けた方がいい審議会になるのではないでしょうか。  

 

（Ｂ委員）  

 評価の基準を、審議会の中である程度、審議して議論して作ってお

かないと、男女参画の担当のお二人がイライラなさるのではないか。

根拠になるものをきちんと作っておく必要があるのではないかと思い

ます。評価というのは大変な労力であり、同僚が同僚のやっているこ

とを評価するということは、評価しずらいものです。少なくとも評価

の基準を審議会で作っておいて、機械的に評価を担当別にしたり、ち

ゃんとしていれば、各課に廻しても自己評価はできるのではないか。

そういう風にしておかないと大変ではないかと思います。  

 

（Ｆ委員）  

 目標値でなくても期限でもいいから明確にする必要がある。 3 月で

終わるものもあれば１０月で終わるものもあるでしょう。期限は目標

のひとつです。とにかく目標値を数字で表しなさいというのが私の提

案です。それが評価に現れ、 Why がでて、改善に繋がる、これが私の

理論です。  

 

（Ａ委員）  

 審議会としてこの 1 年間何をするかということを、進めていきたい

と思います。今でたのは、担当課を呼んで評価にフィードバックの評

価基準を決めていくということを勉強会でやっていく方法をとりたい。 

 

（Ｆ委員）  

 やり易いですよね。評価もしやすいし、反省もしやすいし、次へも

繋がっていくと思う。  

 

（会長）  

 ここまで進んできたものを具体的に考えていかなければならない。  

 今までのご意見を、まとめた上で、事務局で整理をし、次回の審議
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会・勉強会にお諮りをするということで宜しいですか。それでは長時

間にわたりお暑いところ、ご多忙なところありがとうございました。

これからも審議会の業績があがりますように努力をしたいと思います

ので宜しくお願いいたします。ありがとうございました。  

 

（石井次長）  

 先ほどの専業農家と兼業農家の件数ですが、流山の農家総数 589 世

帯が農業世帯、そのうち専業でやっているのが 90 世帯、兼業が 499

世帯。 5 万世帯以上ある中で 589 世帯しか農業につかれていない。平

成 12 年のデーターです。  

 これをもちまして第１回流山市男女共同参画審議会を終了致します。 


